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米国が特許法条約（PLT）批准手続を開始 
 

2006年 9月 8日 
JETRO NY 澤井、中山 

 
 
 9月 5日、ブッシュ米大統領は特許法条約（PLT: Patent Law Treaty）批准のために、上
院に対して同条約締結の助言と承認を求める手続を開始した1。PLTは、各国の異なる
国内特許出願手続の統一化、簡素化により、特許出願人の負担を軽減することを目的と

し、さらに、出願日認定要件の緩和や手続き上の瑕疵による特許権の失効を回復する等

の救済規定を設けた条約である。本条約は 2000年 6月に外交会議で採択され、10カ国
の批准により 2005年 4月 28日に発効している。2 
 
 9月 5日付上院の議会記録には、ブッシュ米大統領の声明書（message）が記録されて
いる3。同声明書では、強固な知的財産保護は自由貿易及び市場アクセスの要諦

（cornerstone）であるとして、知的財産保護の重要性を強調しつつ、PLTについては手続
調和、特許手続に関するコスト負担の低減等により特許保護を促進するものであると説

明している。 
 
 また、同声明書によると、今般の条約加盟にあたり、米国の現行法令は整備されており、

唯一の例外として存在する「発明の単一性」の不一致に関しては、PLT第 23条に従い、
同第 6条(1)の規定の適用を留保する宣言を付して加盟するとしているところ。本件は、
今後外交委員会へ付託されることとなる。 
 

（了） 
 

                                                 
1 合衆国憲法第 2条 2節 2項により、米国大統領が条約を締結するためには、上院の助言と承認（出席議
員の三分の二の賛同）を必要とする。 
2 PLTの概要については特許庁 HP（http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/plt_120620.htm）を参
照。現在、PLTには 14カ国が加盟。（http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=4） 
3 議会記録 S8977頁右欄下～S8978頁中欄上部分を参照。 
 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/plt_120620.htm
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=4
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getpage.cgi?position=all&page=S8977&dbname=2006_record
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getpage.cgi?position=all&page=S8978&dbname=2006_record


 2

 
＜参考＞特許法条約抜粋 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
※JPOホームページより抜粋 
 
 


